
 

 

 

 

 

 

 

 
津市、鈴鹿市及び亀山市消防通信指令事務協議会の設置に関する 

協議書調印式の開催について 
 

津市、鈴鹿市及び亀山市は、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービ

スの高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理及

び執行することとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２の２第１

項の規定に基づき、協議により規約を定めるため、下記のとおり関係市の長による協議

書調印式を行います。 

なお、この協議書に基づき、津市、鈴鹿市及び亀山市は、津市、鈴鹿市及び亀山市消

防通信指令事務協議会を設置し、消防通信指令業務の共同運用の実施に向けて、所要の

整備を進めます。 

記 

 

１ 日時 

  令和４年１０月２８日（金） １０時から１１時まで 

 

２ 場所 

  津市消防本部３階 研修室 （久居明神町２２７６） 

 

３ 出席者 

 ⑴ 鈴鹿市 

   鈴鹿市長 末松 則子 

   鈴鹿市消防長 落合 満弘 

 ⑵ 亀山市 

   亀山市長 櫻井 義之 

  亀山市消防長 平松 敏幸 

 ⑶ 津市 

  津市長 前葉 泰幸 

   津市消防長 長脇 勝 

 ⑷ 三重県 

   防災対策部 消防・保安課長 和氣 城太郎 

資料提供(投げ込み) 令和４年１０月２０日（木） 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所  属 職・氏名 

消防本部 通信指令課 

（電話０５９－２５４－０３５８） 

情報管理担当副参事 

岡 大介 


